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 平成１７年度の一般会計及び特別会計決算の認定をいただくに当たり、各会

計の執行の概要を申し上げます。 

 【 総 括 】 

 本市の平成１７年度一般会計当初予算は、歳入の根幹をなす市税の減収が見

込まれるなど、財源の確保に苦慮する中での編成となりました。そのため、入

湯税の税率改定や基本健康診査等の受益者負担金の徴収、社会体育施設の使用

料の引き上げなどによって、自主財源の増加を図りました。 

また、歳出においては、事務事業の見直しや、職員の定員・給与の更なる適

正化を進めるとともに、市立養護老人ホーム及び大池デイサービスセンターに

おいて指定管理者制度を導入することにより、経費の節減を図ったものであり

ます。 

 その結果、一般会計の予算規模を２１８億１千万円、対前年度比でマイナス

４．９％としましたが、これは、前年度に実施しました平成７年度・８年度借

入れの住民税等減税補てん債の借換えの影響によるものであり、借換分を除い

た実質の伸び率では１．３％の増と、ほぼ前年度並みの規模となっております。 

 その後、市長選挙、市議会議員補欠選挙などの４回の選挙の執行経費を含む

７回の補正を行い、最終予算規模を２３３億８，５２２万２千円としたもので

あります。 

 執行に当たりましては、限られた財源の有効活用に意を注ぎ、でき得る限り

市民要望に応えてまいりました。 

 以上、平成１７年度の予算編成から決算までの背景を申し上げました。 

引き続き、決算の内容につきまして説明いたします。 

 一般会計における歳入決算額は、２３１億２，１３２万２千円で、住民税等

減税補てん債の借換分を除いた対前年度伸び率はマイナス０．３％となり、歳

出決算額は、２２８億９，７０１万８千円で、執行率は９７．９％、借換分を

除く対前年度伸び率はマイナス０．７％となりました。 

 歳入歳出差引額は２億２，４３０万４千円となり、泉・城星線和泉橋改修事

業などの繰越明許により、翌年度へ繰り越すべき財源４，９５５万円を差し引

いた実質収支額は１億７，４７５万４千円となりました。 

 歳入決算につきましては、自主財源に大きな比重を占める市税が、対前年度



  
 

比２．１％と、２年連続で増加しました。また、依存財源では、地方譲与税が

対前年度比で３４．５％、地方交付税が５．６％増加いたしました。 

 歳出決算では、経常経費における人件費が，退職手当等の増加によって、前

年度を１．２％上回るとともに、扶助費が４．７％、借換分を除いた公債費が

２．６％増加しております。 

 投資的経費につきましては、普通建設事業費のうちの補助事業費が、市営山

田住宅建設事業費が大幅に増加したことによって、対前年度比１４８．０％と

大きく増加しましたが、単独事業費では、特別養護老人ホーム整備費補助金、

斎場火葬炉増設事業費等の減少により、前年度を２１．０％下回り、その結果、

普通建設事業費全体では、対前年度比で６．１％減少いたしました。 

 その他の経費では、下水道事業特別会計に対する繰出金が大きく減少したこ

とにより、繰出金全体で前年度を２．１％下回っております。 

 以上が、一般会計歳入歳出決算の概要でございます。 

 続きまして、諸施策の執行状況につきましては、基本計画の柱に沿って、助

役から説明いたします。 

 【 諸施策の概要 】 

 最初に、「活力あるまちづくり」に係る事業でございます。 

 健康保養地づくり事業につきましては、市民や観光客の健康増進と市内経済

の活性化を図るため、里やま体験、ウォーキング大会、温泉を利用した健康増

進教室などを開催するとともに、薬膳村構想と健康回復協力店の連携による

「食」をテーマとした健康保養地づくりを進めてまいりました。また、国庫補

助事業として、市民との協働による温泉自己指圧教室を開催するなど、温泉を

活用した本市ならではの健康プログラムの開発に努めました。 

 観光の活性化につきましては、平成１７年の年間来遊客数が６９４万人とい

う厳しい状況のもとで、観光ニーズの変化に対応できる魅力ある観光地を創造

するため、官民協働の観光人材活用事業として、自然歴史文化ガイド養成講座

を開催し、市民組織による観光ガイドの育成を図りました。 

 また、ＪＲ東日本株式会社と協議し、ユニバーサルデザイン施設整備事業と

して、ＪＲ伊東駅構内にエレベーターとエスカレーターを設置し、誰もが安心

して訪れることができる観光地として、利用者の利便性の向上を図りました。 



  
 

 さらに、中心市街地や南部地域の活性化を目的とした伊東温泉湯めまつり事

業や季節の観光イベント事業を実施し、市民参加型の誘客イベントとして賑わ

いを見せる伊東大田楽や伊東温泉花笠踊りなどのほか、伊豆高原フェスタや伊

東温泉めちゃくちゃ市などのイベントの開催によって、通年型観光地としての

本市のイメージアップと誘客を図りました。 

 同時に、伊東温泉ゴルフドリーム企画事業として、首都圏のゴルフプレーヤ

ーをターゲットとした新たなイベントにも取り組みました。 

 観光施設整備につきましては、昨年度に引き続き、一碧湖の周遊歩道の整備

を行うとともに、中心市街地に位置する松川公園に足湯「ふれあいの湯」を建

設いたしました。また、観光・文化施設「東海館」の１階休み処にエアコンを

設置し、来館者に快適な環境を提供するとともに、松川公園の足湯とリンクさ

せた周遊ルートの普及に努めました。 

 さらに、伊東マリンタウンでは、防波堤に手摺が設置され、遊歩道として利

用できるようになったため、先端にモニュメント「あい・讃歌」を設置し、更

なる誘客を図りました。 

 観光会館特別会計につきましては、ホール舞台の床を改修し、利用者の快適

性、利便性の向上を図るとともに、経年劣化により一部が崩落していた本館壁

面の改修工事を実施いたしました。 

これらのことから、一般会計からの繰入金４，４８０万円とその他の事業収

入を合わせ、歳入を６，２０６万６千円、歳出を６，１９４万７千円で決算い

たしました。 

 農業振興関係につきましては、農業経営近代化資金及び農業経営基盤強化資

金の利用者に対する利子補給や、農業関係団体へ各種助成を行うとともに、鳥

獣による農作物被害を防止する駆除事業に補助をするなど、地域農業の振興を

図りました。 

 農業基盤整備につきましては、玖須美元和田地区の基盤整備促進事業が最終

年度を迎え、排水路の附帯工とともに、農道の整備を行いました。また、県営

かんがい排水事業に所要の負担を行うなど、農業用施設の整備に努めました。 

 林業関係では、松くい虫防除対策事業を実施するとともに、林道八代田線等

の改良事業を行い、林業の振興に努めました。 



  
 

 水産業につきましては、アオリイカ産卵場造成やヒラメ・アワビ種苗放流等

の事業に助成を行い、つくり育てる漁業の振興を図りました。また、水産業共

同施設整備事業として、宇佐美地区漁具倉庫建設事業に対し補助をいたしまし

た。 

 漁港の整備では、宇佐美漁港海岸環境整備事業の最終年度として、護岸背後

の埋立地の公園整備を行い、完了いたしました。 

 商工関係につきましては、中小企業者への小口資金の制度融資に対して、取

扱金融機関に、基準金利と融資金利の差を利子補給するとともに、利用者の負

担を軽減するため、信用保証料の補給を実施いたしました。また、中小企業経

済変動対策資金、経営安定資金及び平成１６年台風２２号に係る災害対策資金

について、制度融資の利用者に対する利子補給を実施いたしました。 

 さらに、中小企業の振興や商工団体の育成のため、地元商業者の活性化支援

策としてのわくわく夢シール事業や、地場産品の一層の利用創出を図る伊東逸

品創作フェアを実施するとともに、中心市街地の賑わいを創出するため、商工

会議所及び観光協会と協働して、商店街や伊東駅前等においてイルミネーショ

ンによる装飾を行いました。 

 加えて、経費の一部を助成する住宅リフォーム振興事業を通じ、地元建築関

連業者の振興を図るとともに、小規模事業経営支援事業では、郊外型量販店対

策として、事業者が連携・組織強化を図るための支援をいたしました。 

 労働関係につきましては、高齢者の就業相談、技能・技術の習得講習会や余

暇活動の場として、伊東市シルバーワークプラザを活用するとともに、高齢者

労働能力活用事業への助成を行い、生きがいと就労意欲の高揚に努めました。 

 また、労働力に関する諸問題について、関係機関が情報や意見の交換を行う

ことを目的に、雇用問題懇談会を開催し、労働力の確保や就労の安定を図りま

した。 

 同時に、勤労者対策として、静岡県労働金庫への原資貸付を通じて、市内勤

労者の持ち家促進や教育費の負担軽減を図るとともに、地元建設関連業者への

波及効果も期待し、勤労者が在来軸組木造住宅を建設する資金の貸付けを行い

ました。 

 さらには、離職者、転職者等を対象に、再就職を支援するためのパソコン講



  
 

座を実施いたしました。 

 次に、「快適なまちづくり」に係る事業でございます。 

 砂防事業につきましては、宇佐美の向田と海峰苑の２か所で、県により施工

されている急傾斜地崩壊対策事業に対して、所要の負担をいたしました。 

市道の整備では、安全で快適な生活環境の整備を図るため、市道小浦坂・寒

塚線を始め、八代田２号線、留田線、一碧湖・大室線等について改良整備を図

るとともに、国庫補助事業及び地方特定道路整備事業の採択を受け、富戸・梅

の木平線道路改良工事及び泉・城星線和泉橋改修を推進いたしました。 

 交通安全施設等整備事業におきましても、すべり止め舗装、防護柵・区画線

の設置等を実施し、歩行者の安全確保と車両交通の円滑化に努めてまいりまし

た。 

 国道１３５号につきましては、県により新井地内で４車線化拡幅改良整備、

八幡野及び富戸地内で歩道整備が行われました。また、県道では、伊東川奈八

幡野線を始めとした整備が継続して行われ、所要の負担をいたしました。 

 河川の整備につきましては、河川環境の保全にも配慮しながら、市民生活の

安全確保のための治水対策として、宇佐美烏川の護岸改修や、玖須美城星地内

の排水路等の改修工事を行いました。 

 また、平成１６年台風２２号で被災した準用河川多賀地川支川において、災

害復旧工事を実施いたしました。 

 港湾整備事業では、伊東港港湾施設の維持・改修工事等に所要の負担を行う

とともに、伊東港と海岸の再整備について、国の次期港湾整備計画に採択され

るよう積極的な要望活動を展開してまいりました。 

 都市計画街路事業につきましては、宇佐美地区の幹線道路整備である宇佐美

中央通線及び八幡中里線を施工いたしました。 

 景観整備事業では、伊東駅前通り整備事業として、いでゆ橋から竹町方面に

かけて電線類地中化工事を実施するとともに、歩道修景工事を施工いたしまし

た。 

 市営住宅の整備につきましては、平成１６年度に着手した山田住宅を完成さ

せるとともに、角折住宅の屋上防水工事を実施いたしました。 

 斎場業務では、老朽化したマイクロバスタイプの霊柩車を廃車し、７人乗り



  
 

のワンボックスタイプの霊柩車を導入いたしました。 

 ごみ処理関係につきましては、可燃ごみ指定袋制度が定着し、分別収集にも

一層力を入れるとともに、月２回実施している新聞紙やダンボール等の古紙収

集や、生ごみ処理容器の購入に対する補助などによって、ごみの減量化や再資

源化の推進を図りました。 

 また、ごみゼロ運動クリーン作戦やごみフェスティバルを実施することによ

り、空き缶等のポイ捨て防止を広く市民にＰＲするなど、環境美化の啓発を進

めました。 

 さらに、環境美化センターを始めとする施設につきましては、廃棄物を適正

に処理するために、良好な維持管理に努めました。 

 下水道事業特別会計につきましては、歳入を３０億６，７７０万８千円、歳

出を３０億６，０４３万８千円で決算いたしました。 

 公共下水道では、管きょの整備・改築工事を実施するとともに、処理場の汚

泥処理施設脱臭設備の改築工事や、湯川中継ポンプ場土木・建築耐震補強工事

を実施いたしました。これにより、供用区域面積は４５９．８ヘクタール、整

備率は６３．８％となりました。 

 また、荻・十足特定環境保全公共下水道におきましては、かわせみ浄化セン

ターの場内整備等の工事と管きょの布設工事を進め、供用区域面積を４５．８

ヘクタール、整備率を３１．８％として、平成１８年３月３１日に供用を開始

いたしました。 

 土地取得特別会計につきましては、公共用地先行取得等事業債の元金及び利

子の償還などにより、歳出を３，５０１万８千円で決算し、歳入は、一般会計

繰入金などで、３，５０６万９千円で決算いたしました。 

 続きまして、「安心して暮らせるまちづくり」に係る事業でございます。 

 保健衛生につきましては、各種健康診査や健康教育等を実施し、生活習慣病

の予防に努めました。また、母性の保護と乳幼児の健全育成を図るため、健康

相談や訪問指導などの育児支援を積極的に進めるとともに、感染症対策のため

各種予防接種を実施いたしました。 

 同時に、受益者負担の適正化を図り、「自分の健康は自分で守る」という意識

を醸成するため、各種健康診査において、受診者に一定の負担をお願いするこ



  
 

とにいたしました。 

 地域医療対策事業につきましては、伊豆東海岸地域の基幹的医療施設の建設

を目指して、医療施設設置基金を管理するとともに、第二次救急医療負担金、

病院事業運営経費、企業債元利償還金相当額等を病院事業会計に繰り出し、市

立伊東市民病院の円滑な運営を図りました。 

 高齢者福祉につきましては、介護保険制度の改正を踏まえ、介護予防、地域

密着及び地域支援の各事業を重視した第四次高齢者保健福祉計画及び第三期介

護保険事業計画を策定いたしました。 

また、市立養護老人ホーム及び大池デイサービスセンターの管理運営に指定

管理者制度を導入し、社会福祉法人十字の園に委託いたしました。 

 児童福祉につきましては、前年度に策定した伊東市次世代育成支援行動計画

に沿って、子育て支援サービスなどの充実に努めてまいりました。 

 また、保育事業の一翼を担う民間保育所の健全な運営のために所要の助成を

行うとともに、多様な保育需要に対応できるようサービスの充実を図りました。 

 さらには、児童虐待防止のため、関係機関等との一層の連携強化を図り、的

確な対応に努めました。 

 社会福祉の充実につきましては、互いに助け合い、支えあう、まちづくりに

向けて、伊東市地域福祉計画を策定するとともに、障害者福祉において、支援

を必要とする人が、必要なサービスを円滑に受けることができるよう、支援費

制度の充実に努めてまいりました。 

 生活保護につきましては、急増する保護の申請に対して、扶養調査や資産調

査等の厳正な審査を行いました。また、受給世帯の自立を図るため、家庭訪問

や主治医訪問による指導・援助に努めるとともに、就労指導嘱託員による就労

指導を強化いたしました。 

 また、平成１６年台風２２号の被災世帯に対して、前年度に引き続き、被災

世帯住宅支援特別補助事業を実施いたしました。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、老人保健拠出金が減少したもの

の、高齢受給者の増加により保険給付費や介護納付金が増加したため、歳出は、

対前年度比８．４％増の８５億３，２０４万４千円で決算いたしました。一方、

歳入は、基礎課税分と介護納付金課税分の税率改正などによって増加した国民



  
 

健康保険税に加え、国庫支出金、一般会計繰入金などで、対前年度比８．６％

増の８６億１，８６０万７千円で決算いたしました。 

 老人保健特別会計では、老人医療受給対象者が減少したものの、歳出は、対

前年度比２．０％増の７１億６，４８２万２千円で決算しましたが、歳入にお

いて８，７９６万６千円の不足が生じたため、翌年度の歳入から繰上充用を行

い対処いたしました。 

 介護保険事業特別会計につきましては、保険料、支払基金交付金、一般会計

繰入金などにより、歳入決算額を３９億７，５８６万６千円とし、歳出では、

保険給付費が対前年度比１３．３％増の３７億２，５２２万７千円となったこ

となどにより、３９億４，８９８万９千円で決算いたしました。 

 介護老人保健施設特別会計につきましては、２か年にわたる伊東市介護老人

保健施設みはらしの建設工事が竣工し、平成１８年４月に開設いたしました。 

歳入は、一般会計からの繰入金や市債などにより、決算額を１２億５，９４３

万８千円とし、歳出は、建設費、公債費などで、１２億５，９３３万８千円で

決算いたしました。 

 防災対策につきましては、既存木造住宅の耐震改修を促進するため、「わが家

の専門家診断事業」、「木造住宅耐震補強助成事業」及び「既存建築物耐震性向

上事業」を実施するとともに、ブロック塀の改良事業に対し補助いたしました。 

 また、自主防災組織に防災用資機材を配布するとともに、防災訓練や講演会、

防災フェアを開催するなど、防災意識の高揚を図りました。 

さらに、平成１６年台風２２号災害の教訓を生かし、防災ラジオの低額販売、

衛星防災情報受信自動放送システムの設置工事等、災害時の市民への迅速な情

報提供体制の整備に努めました。 

 消防関係につきましては、大型水槽車の配備や複雑多様化する各種災害に即

応できる救助資機材の整備を進めました。 

また、消防団員の活動環境の整備として、新基準の被服や地震等の災害対応

資機材を配備し、大規模災害時の防災支援策の強化を図りました。 

 さらに、救急業務におきましては、傷病者の救命効果の向上を図るため、救

急救命士の養成を継続するとともに、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を含めた

普通救命講習の実施など、応急手当の普及啓発に努めました。 



  
 

 交通安全対策につきましては、関係機関等と連携して、四季の交通安全運動、

街頭指導などを実施するとともに、昨年度に引き続き、県から委託された高齢

者事故ストップ作戦事業を実施し、交通安全についての啓発と交通事故の減少

に努めました。 

 交通災害共済事業特別会計につきましては、共済制度が平成１７年３月３１

日に廃止され、以後３年間は、制度存続中の事故等に対する共済見舞金の支払

事務を特別会計において行うこととされております。 

本年度の歳出は、共済見舞金３６件、２７８万円で決算し、歳入は、交通災

害共済支払準備基金繰入金などで、２８０万２千円で決算いたしました。 

 霊園事業特別会計では、霊園建設事業債に対する償還金７，５６１万３千円

などにより、歳出を９，１０８万２千円で決算し、歳入は、墓所使用料、墓所

管理料や一般会計繰入金などにより、９，１２０万６千円で決算いたしました。 

 続きまして、「学び豊かなまちづくり」に係る事業でございます。 

 幼稚園教育につきましては、幼児を持つ親の要望に応えるため、新たに吉田

幼稚園で３歳児保育を開始いたしました。 

 学校教育関係につきましては、「きれいな、動きのよい、喜びあふれる学校」

を目指し、授業力向上、教育課程力向上、運営力向上の取組を進めました。 

 小学校低学年に対しては、臨時の指導補助員を配置し、指導の困難な児童へ

の対応や集団適応指導など、きめ細かな指導の充実を図りました。 

また、学校図書館支援事業として、学校図書館司書を西小学校に配置し、児

童のニーズに応える図書館教育に努めました。 

 さらに、ＡＬＴ（外国語指導助手）やスポーツエキスパート（部活動指導者）

を採用し、小中学校の英語指導や中学校の部活動指導の充実を図ってまいりま

した。 

 教育施設の整備につきましては、幼稚園において、川奈幼稚園のテラス改修

や八幡野幼稚園の園舎改修、富戸幼稚園の園舎屋根塗装、小学校では、旭小学

校の校舎防水や南小学校の給水設備改修、川奈小学校の屋内運動場防水、八幡

野小学校の屋外運動場整備、中学校では、対島中学校の校舎防水や南中学校の

高架水槽改修などの工事を実施いたしました。 

 生涯学習関係につきましては、男女共同参画社会の実現を目指し、平成１３



  
 

年度に策定しました「男女共同参画 あすを奏でるハーモニープラン」の推進

のため、講演会等を開催し、男女共同参画社会の啓発に努めてまいりました。 

 青少年教育におきましては、グループ活動の楽しさを学び、豊かな心とたく

ましい身体をはぐくむために「小学生ふるさと教室」を実施するとともに、中

学校２年生、３年生を対象とした「中学生の翼」で韓国へ、小学校５年生、６

年生を対象とした「小学生の船」で伊豆大島への体験学習を実施し、青少年の

健全育成の一助といたしました。 

 文化の振興につきましては、市内文化財の保護や文化講演会の開催など、文

化を普及する取組を進め、市民文化の向上に努めてまいりました。 

また、市史編さん事業は、編さん委員会の方針に基づき、市制施行６０周年

での刊行を目途に進めております。 

 図書館関係につきましては、平成１７年度末の蔵書数１６万５千冊を目標に

図書の購入を進めてきた結果、１６万８，６８０冊の蔵書数を達成いたしまし

た。 

また、乳児を対象に、絵本２冊とアドバイス集をプレゼントし、読書の楽し

さや面白さを広め、本好きになってもらうため、「ブックスタート事業」を実施

いたしました。 

さらに、毎週土曜日の午後、市民ボランティア団体の協力により、図書の読

み聞かせと紙芝居の会を開催してまいりました。 

 スポーツの振興につきましては、第６回静岡県市町村対抗駅伝競走大会に向

けて、底辺の拡大と選手発掘のための市民陸上競技教室を開催し、タイムレー

ス等を通じて代表チームを編成いたしました。 

また、駒澤大学陸上部員と富士通陸上競技部の藤田敦史選手を招待してオレ

ンジビーチマラソンを開催したほか、伊東市民体育センター等の社会体育施設

や市内公立学校の屋内・屋外運動場を開放して、市民スポーツの振興を図りま

した。 

 コミュニティ関係につきましては、宇佐美を始めとする４つのコミュニティ

センターと、池・赤沢・荻の各生涯学習センター間の連携を図る中で、地域の

実態に合わせた活動の充実に努めました。 

 最後に、「まちづくりを進めるために」の事業でございます。 



  
 

 国際交流事業につきましては、イタリア・リエティ市との友好都市提携２０

周年を記念して、モニュメントを寄贈するとともに、第９回ヨーロッパ友好都

市訪問団を結成し、リエティ市とイギリス・メドウェイ市を親善訪問し、国際

交流を深めました。 

 総合計画策定事業につきましては、平成１６年度に実施した市民意向調査と

第七次基本計画の施策評価を基に計画原案を作成し、伊東市総合計画審議会へ

の諮問・答申を経て、第三次伊東市総合計画の後期５か年計画である第八次基

本計画を策定いたしました。 

 市民参画のまちづくりにつきましては、伊東市市民参画のまちづくり推進計

画に基づき、市民による魅力あるまちづくりを推進・支援するために設置され

た「いとう市民活動支援センターｐａｌ（パル）」を拠点として、市民活動団体

やＮＰＯ、ボランティアなどへの支援を行いました。 

 情報化の推進につきましては、本市の情報化の指針であります第四次伊東市

総合行政情報化推進計画に基づいて、個人情報の保護や不正アクセス防止など

の情報セキュリティ対策を実施いたしました。 

 競輪事業特別会計につきましては、１２開催７０日の本場開催に加えて、特

別競輪等２１２日の場外開催により収益の向上に努めましたが、本場開催では、

東王座戦を除く１１開催すべての収益がマイナスとなり、その結果、歳入に７

億５，４１４万７千円の不足が生じたため、翌年度の歳入から繰上充用を行い

対応いたしました。 

今後も、場外発売を積極的に展開し、車券売上額の増加を図るとともに、開

催経費の見直しや、関係団体と連携した日本自転車振興会交付金引き下げ等の

構造的な改革に取り組んでまいります。 

 以上、平成１７年度の一般会計と各特別会計の決算の概要について申し上げ

ました。 

 本年７月７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

２００６」では、小泉内閣が進めた第Ⅰ期改革に続く第Ⅱ期の改革の目標とし

て、「２０１１年度には国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化する」ことを

掲げております。 

そのため、地方においても、「国と歩調を合わせた抑制ベースを基本として歳



  
 

出削減を行う」ことと同時に、「交付税に依存しない不交付団体の増加を目指し」

つつ、｢簡素な新しい基準による交付税の算定を行う｣こととされています。 

 総務省は、これらの方針を具体化するため、８月末に、地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための「新指針」を示し、１０月には、新型交付税

のフレームを発表しております。 

さらに、新たな「地方分権改革推進法案」が国会に提出されるなど、地方を

取り巻く環境は、大きく変化しようとしております。 

 こうした情勢の下で、多様化・高度化する市民要望を的確にとらえ、真に市

民にとって必要な行政サービスを提供するとともに、行財政改革大綱に沿って、

行財政運営の簡素化・効率化、経常的経費の節減、職員の定員・給与の適正化

など、でき得る方策を着実に実行し、財政の健全化に努めてまいる所存でござ

います。 

 本市の財政は、３年連続して財政健全化債を借り入れることによって黒字を

確保するという厳しい状況が続いておりますが、市民の皆様や議員各位からの

貴重な御意見、御指導をいただきながら、これを支えとして行財政の運営がで

きましたことに、心より感謝申し上げる次第です。 

 また、本決算の意義を真摯に受け止め、引き続き、「伊東再生」を最重要課題

としまして、「市民の健康増進、市の観光振興、行財政改革の推進」の３つのＫ

と「現場主義」を実践するために、議会の協力はもとより、市民の参画を得な

がら最善の努力をしてまいりたいと存じます。 

 本決算につきまして、認定いただくようお願い申し上げ、決算の説明を終わ

らせていただきます。 

 


